
①検査

第７波に向けた対策について①
症状のある方

医療機関(かかりつけ医・発熱外来等)

②検査結果の連絡

自 宅 療 養
保健所またはご自身による健康観察 入院または宿泊療養

療養判定(2次)

ハイリスク判定

③陽性判明 陽性者療養判定サイト
・本人情報・健康状態・既往歴などを登録
・登録情報を基に療養方法を判定（1次）
・4月25日(月)から運用開始予定
・登録のない場合、保健所から個別に登録を案内
・当サイトの利用が困難な方向けに、
代行で登録するコールセンターを設置


